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「地域館」 
 

どなたでもご利用いただけます。 
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地域館とは 

このリーフレットに掲載している集会施設は、住んでいる地域に限らず、み

なさんが利用できる施設です。（ただし、自治会活動が優先されるため、利用で

きない場合もあります。） 

この誰でも利用できる施設を「地域館」と呼んでいます。 

 

利用について 

地域館の管理・運営については、各自治会で行っております。利用される場

合は、各地域館の連絡責任者までお問い合わせください。連絡責任者の情報が

記載されていない場合は、個別にお伝えしますのでコミュニティ推進課までお

問合せください。 

 また、利用にあたっては、利用する施設のルールを順守するようにしてくだ

さい。 

 

連絡先 

守口市役所市民生活部コミュニティ推進課 

電話 ０６－６９９２－１５２０ 

FAX ０６－６９９８－０３４５ 

 



 

 

地域館一覧表（令和５年 11 月現在） 

No 地域館名 団体名 

No1 馬場一会館 馬場一町会 

No2 金田町１丁目中町会会館 金田町１丁目中町会 

No3 大久保二町会会館 大久保二町会 

No4 桐月自治会館 桐月自治会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 


